
 

 

 

郡山市告示第４６９号 

 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定に基づき、令和２年

４月１４日郡山市告示第７５号により指定した形質変更時要届出区域については土壌の特

定有害物質による汚染の除去により、その指定を解除する。 

 

 

  令和３年１月２８日 

 

                       郡山市長 品川 萬里 

 

 

１ 形質変更時要届出区域としての指定を解除する区域 

郡山市田村町金屋字下タ川原 167-12 の一部（別図のとおり） 

 

２ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の

種類 

  ふっ素及びその化合物 

 

３ 講じられた汚染の除去等の措置 

  土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 



 

＜ 凡 例 ＞ 

調査範囲（☒除く） 

敷地境界 

筆境界 

単位区画境界線 

    形質変更時要届出区域を解除する区域 


